
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご愛用者の皆様へ 
 

このたびはビシャモンのリフト 10 FJ100 をお買い上げいただきましてありがとうございます。 

ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みいただき、十分に納得された上でご使用ください。 

なお、この説明書は大切に保管していただき、万一紛失された場合は速やかにご請求ください。 

取扱説明書が現品と異なる場合は、お買い上げいただいた販売会社までご請求ください。 

 

 

 

 

 

リフトによる安全な作業行うために、また、リフトの十分なる機能を維持するために、定期的な保守点

検の実施をお願い致します。 

 

 

リフト１０ 
FJ100 

保守点検管理のお願い 

24.01 

テン 

 

取扱説明書 
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まえがき 

このたびはビシャモンのリフトテン FJ100をお買い上げいただきましてありがとうございます。 

ご使用になる前に必ずこの説明書を熟読いただき、十分に納得された上でご使用ください。説明書の中

の注意事項および使用方法等をよく読んでご使用いただかないと、十分な能力を発揮できないばかりか

車の落下や人身事故につながることになりかねませんので、十分熟知していただき、正しくご使用くだ

さい。改良のため、この取扱説明書の内容とお買い上げいただいた製品の仕様とが異なる場合がありま

す。製品や取扱説明書について質問がある場合は、お買い上げいただいた販売会社まで遠慮なくお問い

合わせください。 

なお、この取扱説明書は大切に保管していただき、万一紛失された場合は速やかに請求してください。

また。製品に貼り付けてある警告シール等がはがれた場合には、販売会社にてお求めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この取扱説明書では「危険」「警告」「注意」について次のような定義と警告表示を使用

しています。警告表示は安全作業のために重要な事柄です。人身事故や財物損害防止のた

め重要な事柄が記載されていますので、必ずよく理解してからご使用ください。 

 

取り扱いを誤った場合に使用者等が死亡、または重傷を負う危険性が切迫

して生じることが想定される場合。 

 

取り扱いを誤った場合に使用者等が死亡、または重傷を負う可能性が想定

される場合。 

 

取り扱いを誤った場合に使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、 

および物的な損害の発生が想定される場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語および記号の説明 

 警告  

 注意  

 危険  
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１ 使用目的 

本製品は、中型車、大型車の下廻り・足廻り作業を行うためのリフトです。 

 

 

 

 

２ 危険・警告・注意事項 

リフト 10 をご使用いただく上での人身事故や自動車の損傷を防止するための重要な事柄が記載されて

いますので、必ずよく読み、よく理解してから使用してください。 

 

 

２-１ 一般的な安全遵守事項 

１．取扱説明書をよく読み、よく理解してから使用してください。 

２．このリフトは、使用方法を熟知した人以外は使用しないでください。 

３．始業点検および保守点検は、取扱説明書の本文に従って必ず実施してください。 

４．運転時に異音発生等、普段と異なる状態のときはリフトの使用を禁止し、お買い上げいただいた

販売会社に連絡して点検を受けてください。 

５．このリフトを自動車整備以外の目的に使用しないでください。 

６．警告シールを取り外したり、改変したりしないでください。 

 

 

２-２ 使用上の注意 

※ 絵表示の絵の背後に描かれている図記号は次のような意味があります。 

 

 

 

 

 

 

操作中は、絶対に自動車の下方に立ち入らないこと。 

＊死亡または重傷の危険があります。 

 

車が落下しそうな時は、支えないで、リフトから逃げること。 

＊車の下敷きになり、死亡または、重傷の危険があります。 

してはいけない 

特定の行為 

しなくてはいけない 

特定の行為 

取り扱いの誤りによって発生

する可能性のある警告注意 

 危険  
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操作は、操作方法を熟知した人以外は、使用禁止。 

＊誤った操作方法が原因で思わぬ事故が発生します。 

 

受台はセット可能な十分強度のある平らな場所で使用。 

＊正しく当てられていないと受台が外れて車が落下する危険があります。 

 

純正アタッチメント以外の使用禁止。 

＊昇降中または作業中の振動でカイモノが外れ、車の落下のおそれがあります 

 

極端な偏荷重での使用厳禁。車の傾きにも要注意。 

＊昇降中または作業中の振動や部品の脱着で、車の落下の危険あり。 

 

下降時には受台の下方に足を出さないように要注意。 

＊挟まれて大ケガをします。 

 

平坦で且つ強固な床面で使用すること。 

＊リフトの安定性を欠き、車が落下する危険があります。 

 

安全装置の改造は絶対禁止。 

＊万一の時に、安全装置が作動しないで重大な被害が発生します。 

 

上昇後、作業中は車輪の前後に車止めを使用すること。 

＊車が移動して受台のセットが外れ、車が落下する危険があります。 

 

 

 警告



5 

 

 

 

取扱説明書をよく読んで理解してからご使用ください。 

＜操作準備＞ 

● 本機は自動車の整備用リフトです。本来の目的以外には使用しないでください。 

● リフトの操作は操作方法を訓練され、熟知した作業者だけに限定してください。 

● 最大能力以上の車を上げないでください。最大能力は 10トンです。 

＜上昇・下降操作＞ 

● 床面は 15トン以上の荷重を支えることができることを確認してください。 

● リフト操作時には常に車やリフト周辺の状態に注意し、脇見をしながら操作しないでください。 

重大な事故につながるおそれがあります。 

● 受台アタッチメントに泥や油が付着していないかを確認してください。 

● 荷物や人を乗せたまま車を上昇させないでください。 

● 上昇時は受台アタッチメントが当たった時点で一度停止させ受台アタッチメントが正しく当てら

れていることを確認してから再度上昇させてください。 

● リフト上昇時には車が前後に移動するためサイドブレーキは必ず外した状態にしてください。 

● 上昇中、降下止めツメが確実に作動しているか確認してください。正常に作動しない場合にはリフ

トを使用しないでください。 

●作業前に左右の降下止めツメが「入り」の状態になっていることを確認してから作業に入ってくだ

さい。また、降下止めツメが「入り」の状態で下降操作をしてシリンダー内の油圧が抜けた状態で

の使用はやめてください。 

● 下降は、急降下させないでください。 

＜作業中＞ 

● 作業者以外はリフトの付近に立ち入らせないでください。 

● 車を上昇させて作業者不在のまま長時間放置しないでください。 

● 使用中や点検中に異常を発見した場合には直ちに使用を中止して異常部分の修理をしてください。 

 

●作業終了後はリフトを最下降位置まで下げて、電源を切っておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意  

このリフトは耐水仕様にはなっておりません。 
洗車や湿気の多い場所では使用しないでください。 
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３ 警告シール等の種類と貼付位置 

リフトの操作を行う時は、取扱説明書に指示されている

安全に関する注意事項をすべて遵守してください。右記

のように警告シールが貼ってありますので、よく確認し

ておいてください。 

 

 

能力シール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 機械の構成と各部の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 警告シールは大切に扱っていただき、剥がれたり汚損した場合は速やかに購入して正しく貼付し

てください。 

警告シール 

能力表示シール 

 注意 

Cap・10,000kg (22,000lbs.) 
最大能力を示します。 
荷重は能力以内としてください。 
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５ 各装置の機能および使い方 

 

 

リフト駆動源となるエアーの供給を ON、OFF させる

バルブです。 

レバーを押すと、駆動ユニット（エアーポンプ）にエ

アーが供給されます。レバーロックを使用するとレバ

ーを押えていなくてもエアーが供給され続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降下止め装置（ツメ）を解除させるレバーです。受

台を下降させる時、レバーを引いて降下止め装置（ツ

メ）を降下止めラックから解除します。 

レバーを引いても降下止め装置（ツメ）が解除でき

ない時は、受台を少し上昇させてからレバーを引い

てください。 

受台が最下降位置になると、レバーが自動的に戻さ

れるようになっています。 

 

 

 

 

 

リフトを下降させるノブです。ノブを左へゆっくり

回すと受台が下降します。上昇させる時は、ノブを

しっかりと右へ回します。 

 

 

 

 

 

 

ハンドル角度を帰る時に使用するレバーです。 

レバーを引くことによってハンドルロックがフリ

ーになります。希望の角度にしたところでレバーを

戻すと、ハンドルはロック状態となります。 

エアーバルブ 

ツメ解除レバー 

ロワーリングノブ 

ハンドルロックレバー 

* リフトに供給するエアーは 0.6～1.0MPa に減圧された清純なものとしてください。 

またコンプレッサー側の配管出口にはエアーフィルターとオイラーを取り付けてください。 

 注意 

押す 

レバー 

レバーロック 

下降弁開く 
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フ
レ
ー
ム
用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 個／台 

フ
ロ
ン
ト
用 

 

 

 

 

2 個／台 

高 

2 個／台 

低 

2 個／台 

リ
ヤ
用 

 

 

2 個／台 

2 個／台 

 

 

2 個／台 

ア
ク
ス
ル
用
・
メ
ン
バ
ー
用 

 

 

フレーム受台 

フロントフレーム、リヤフレームを支持してリフトアップする場合に使用

します。リフティングポイントにふさわしい受金を選択し、フレーム受台

にセットします。 

受 台 フロントアクスルを支持してリフトアップする場合に使用します。 

スライド受台 S 

フロントフレームを支持してリフトアップする場合に受木 S、または受

木Ｌ（オプション）をセットして使用します。 

リフトアップする車のリフティングポイントに合わせてフレーム受台上

をスライドさせて使用します。 

ロ ン グ 受 金 
リヤフレームを支持してリフトアップする場合に、受金Ｌをセットして

使用します。 

スライド受金Ｌ 

それぞれリフトアップする車のリフティングポイントの高さに応じて受

金Ｌの高さを４段階に調節可能です。スライド受金Ｓ同様、リフティン

グポイントに合わせてフレーム受台上をスライドさせて使用します。 

受 木 Ｓ 
フロントフレームを支持してリフトアップする場合、スライド受金Ｓに

セットして使用します。 

受 金 Ｌ 
リヤフレームを支持してリフトアップする場合、ロング受金、スライド

受金Ｌにセットして使用します。 

受台・受金・アタッチメント 

メンバー（フロント）用 

フロント受木 

（オプション） 
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リフトアップ後の車の移動を防ぐためのものです。 

リフトアップ後、車輪の前後にセットしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 作動原理 

リフト 10 はエアー油圧によりリフトシリンダーを作動させ、リンクを介して受台を持ち上げます。 

●上昇操作時 

エアーバルブを開くと、切替バルブの作動によりエアーポンプおよびポンプシリンダーが往復運動を

します。ポンプシリンダーの往復運動によりリフトシリンダーに作動油が送り込まれリフトが上昇し

ます。この時降下止め装置（ツメ）は「IN」の状態となっています。エアーバルブを閉じるとエア

ーポンプの作動は止まり、リフトシリンダーに送り込まれた作動油はチェックバルブで止められ、シ

リンダーはその位置で停止します。 

●下降操作時 

ロワーリングングノブを回し下降バルブを開くと、シリンダーに送り込まれた作動油はオイルタンク

へ戻り、リフトは下降します。この時ツメ解除レバーを引き、下降止めツメは「OUT」の状態にし

ておく必要があります。 

 

 

７ 安全装置 

 

 

降下止め装置 
油の漏れや高圧ホースの破損時にリフトが降下する

のを防ぎます。 

 

リリーフバルブ 

リフトの能力を超える車を上昇しようとした時や、

リフトが最上昇位置まで上昇した時に油圧を逃が

し、リフトの破損、事故を防ぎます。 

車 止 め 

* リフトを下降させる時は必ず車止めを外してから下降させてください。 

* リフトアップ後は、車輪の前後に車止めを必ず使用してください。 

 警告

 注意 
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８ 始業点検 

リフトを使う日常作業を安全なものとし、車の落下事故および人身事故を防ぐ大変重要な点検です。 

必ず作業を始める前に実施してください。※「始業点検内容表」参照 

なお、異常が発見された場合には直ちにリフトの使用を禁止して確実に修理し、安全を確認した上で使

用してください。 

修理・部品交換の必要な場合はお買い上げいただいた販売会社までご連絡ください。 

＜始業点検内容表＞ 

点検箇所 内容 点検方法 

アタッチメント 
受台・受金 

変形、破損、汚れはないか 目視・清掃 

本体 
昇降はスムーズか、異音はないか 目視・聴取 

リフト本体に外観上、変形、破損はないか 目視 

車輪 スムーズに回転するか 目視・触感 

ハンドル部 
ハンドルのロックは確実か 目視・触感 

ロワーリングバルブの回転は滑らかか 目視・触感 

降下止め装置 

上昇時、降下止め装置（ツメ）が動いている音（カタンカタン）が
するか 

目視・聴取 

ツメ解除レバーにより確実にツメは外れるか 目視・触感 

駆動ユニット 
上昇時、異音はないか 目視・聴取 

油漏れ、エアー漏れはないか 目視・触感 

リフトシリンダー 油漏れはないか 目視・触感 

エアーバルブ 
エアー回路 

エアー漏れはないか 聴取・触感 

エアー圧力は適正か（0.6MPa） 目視 

エアーフィルターに水は溜まっていないか 目視・水抜き 
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９ 使用方法 

９-１ 使用準備 

① リフト作動に必要なエアーは、以下のとおりです。 

    エアー圧力 0.6～1.0MPa 

    エアー消費量 1,520Nℓ (1.0MPa) 

② コンプレッサーは3.7kW以上のものを準備して

ください。 

③ コンプレッサー側の配管出口には、減圧セット 

（エアーフィルター・エアーレギュレーター・オ

イルルブリケーター）を設けてください。またコ

ンプレッサーからリフトへのエアー配管はでき

る限り短くしてください。 

④ リフトは最下降位置まで下降させておきます。少しでもリフトは上昇した状態にあると、リフトを

移動させることが困難となります。 

⑤ リフトアップする車のサイドブレーキは外した状態にしておきます。 

 

 

 

 

 

 

減圧セットについて 

●エアーフィルター 

コンプレッサーから送られたエアーの中のゴミや水滴を取り除き清浄な空気を供給します。 

除去されたエアーはエアーフィルターカップ内に溜まりますので、水抜き作業が必要になります。 

 

 

 

 

 

●エアーレギュレーター 

コンプレッサーから送られてくるエアーを減圧します。 

エアー圧力は 0.6～1.0MPa となるよう設定してください。 

 

 

 

 

 

●オイルルブリケーター 

エアー回路内に作動油を送り、各装置の錆を防いで性能を維持します。 

リフト上昇操作 1 回につき、1 滴落ちるように調整してください。 

 

エアーホース 

短くする 

エアーレギュレーター 

コンプレッサー 

エアーフィルター 

オイルルブリケーター 

リフトへ 

* 昇降時、車が前後に移動するため、サイドブレーキは必ず外した状態にしてください。 

動力源のエアーはドライ状態で使用してください。水分を含んだエアーを使用すると低温時に

ポンプユニットが凍結し、上昇不能になるおそれがあります。 

 注意  

* エアーフィルターの水抜き作業は毎日必ず行ってください。 

水が溜まると故障の原因となります。 

* エアーレギュレーターの設定圧は 0.6～1.0MPa となるよう設定してください。 

規定圧以下ですと、リフトの作動不良、破損の原因となる場合があります。 

 注意  

 注意  
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９-２ リフティングポイントの選定 

① リフティングポイントに応じたアタッチメント、受台、受金を選定します。 

リクティング 
ポイント 

使用受台、受金 使用方法 

フロントフレーム 

フレーム受台 

スライド受金Ｓ 

受木Ｓまたは受木Ｌ 

 

フロントアクスル 
アクスル受木 

(オプション フロント受木) 

 

リヤフレーム 

フレーム受台 

ロング受金または 

スライド受金Ｌ、受金Ｌ 

 

 

 

 

 

 

 

② リフトをリフティングポイントにセットします。 

 

 

 

 

 

 

平坦でかつ強固な床面を選び、リフト中心と車の中心が一致するようリフトをリフティングポイント

にセットします。 

 

 

 

 

 

 

* リフティングポイントに応じたアタッチメント・受台・受金を使用すること。リフティングポ

イントに対して、不適正なアタッチメント・受台・受金を用いると車が落下するおそれがあり

ます。 

* リフトは平坦でかつ強固な床面で使用すること。 

リフトの安定性を欠き、車が落下することがあります。 

* 偏荷重での使用厳禁 

昇降中または作業中の振動や部品の脱着で車の落下の危険性があります。 

 警告

 警告
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９-３ 上昇操作 

 

 

 

 

 

① エアーバルブのレバーを押して本体にエアーを供給すると受台は上昇します。 

② 受台を上昇させ、受台がリフティングポイントにあたった時点で一旦停止させ、正しくリフティ  

ングポイントにセットされていることを確認してください。もし合ってなかったら調整してくだ 

さい。 

③ 正しく受台がセットされていたらタイヤがわずかに床を離れるまで車を上昇させます。 

④ 受台が確実にかかっていること、車が左右方向で水平であることを確認してから、今度は希望の   

高さまで再度車を上昇させます。 

⑤ リフトアップ後は、速やかに車輪の前後に車止めを利用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リフト 10 を２台使用して車の前後を同時にリフトアップする場合は、フロント側は必ずフロントア

クスルを上げ、リヤ側はリヤフレームを上げてください。 

昇降時は必ず２名で水平を保ちながら車体が傾斜しないように注意して操作してください。 

リフトアップ後はリジットラックを用いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* わき見をしながらの操作はしないでください。重大な事故につながります。 

* リフトの最大能力は 10,000kg です。これを超える車をのせないでください。 

リフトの破損につながります。 

* 降下止め装置が作動する高さまでリフトを上昇させてから作業してください。 

  降下止め装置が働かず、リフトが傾いたり車が転落する危険性があります。 

* 作業中は車輪の前後に車止めをすること。 

車が移動して受台のセットが外れ、車が落下するおそれがあります。 

 注意 

 注意 
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９-４ 下降操作 

 

 

 

 

ツメ解除レバーを引き、降下止め装置（ツメ）を解除させます。その状態を保持しながらロワーリン

グノブを「OPEN」側（左回し）に回し、しっかりとロックしてください。リフトの下降が完全に停

止したことを確認してツメ解除レバーをもとに戻します。 

 

 

 

 

 

 

 

９-５ 退去 

リフトを最下降位置まで下げます。ハンドルを持ちリフトを移動させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 作業終了後の清掃 

作業が終了したら、受台やリフトエリア内に付着したオイルやグリスなどをきれいに拭き取ってくださ

い。またリフト各部を十分にエアーブローして水や泥などを除去してください。 

リフト周辺の水分や泥も除去してください。このとき何か異常が発見された場合、直ちに販売会社にご

相談ください。また安全のためリフトを最下降位置まで下げてエアーホースの接続を外しておいてくだ

さい。またコンプレッサーのドレン排出をして、リフトへの供給エアーを乾燥した清浄なものとするよ

うにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 操作前、操作中は車の下に人や物がないことを確認してください。重大な事故につながります。 

* 急下降操作をしないでください。リフティングポイントが外れてしまう場合があります。 

降下止め装置（ツメ）が解除できない場合は、一旦リフトを上昇させてから降下止め装置（ツ

メ）を解除してください。 

* 車を移動させる際には、リフトが確実に退去してあることを確認してください。 

リフトの退去が完全でない場合、車やリフトの破損につながります。 

 警告

 注意 

 注意 

* 汚れが付着したままリフトを昇降させると、シリンダー内への異物混入や作動不良などの故障に

つながります。使用後は必ず汚れを落としてください。 

 注意 
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１１ 保守点検 

保守点検とは始業点検と共に、安全（車の落下事故および人身事故防止）ならびに、リフトを長くご利

用いただくための大切な点検です。 

安全にご使用していただくために毎日の始業点検に加え、必ず月に一度の保守点検を実施してください。 

なお、点検は車をのせないで行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検箇所 点検項目 参照 

降下止め装置 降下止め装置（ツメ）が正常に作動するか 16 ページ A 

指定箇所 給油 16 ページ B 

油圧ユニット 

油圧回路 

継手、高圧ホース類のゆるみ、作動油漏れの有無 

駆動ユニットからのエアー漏れの有無  
 

エアー回路 
継手、高圧ホース類のゆるみ、作動油漏れの有無 

駆動ユニットからのエアー漏れの有無  
 

ボルト・ナット類 各部ボルト・ナットにゆるみがないか  

作動油 交換 16 ページ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

保守点検に加え、年に一度専門業者による定期点検を実施してください。 

定期点検の実施についてはお買い上げいただいた販売会社へご依頼ください。 

安全に使用していただくために 

＜グリスニップルについて＞ 

グリスガンではグリスが入らない場合があります。 

エアーもしくは電動のグリス用ルブリケーターをお使いください。 

 注意 

* 点検の際には、必要に応じて保護具を着用するようにしてください。 

* 点検時は高電圧部分に触れぬよう十分に注意してください。 

* カバー等を外して点検をした後は、必ず元通り全ての取付ねじを使用して復元してください。 

* 異常と思われる箇所が発見された場合は、異常箇所の修復を完全に行うまでリフトの使用を禁

止して直ちに販売会社に連絡してください。そのままお使いになるとリフトの破損および重大

な事故につながります。また修理にはビシャモン純正部品をご使用ください。 

 注意 
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Ａ．降下止め装置の作動チェック 

上昇時降下止め装置（ツメ）が確実に作動しながら上昇するか。 

ツメ解除レバーにより確実にツメは外れるか。 

降下止め装置（ツメ）、降下止めラックに変形はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．給油 

右図指定箇所に給油してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．作動油交換 

作動油交換はリフト最下降位置で実施します。 

１．オイルタンク下部排油口から作動油を抜きます。 

２．オイルタンク上部給油口より作動油を入れます。 

給油量は 2.8L で油面がオイルタンク上面より 

20～25mm の間にあれば適量です。 

 

粘度区分 ISO VG32 耐摩耗性油圧作動油 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月毎 

６ヶ月毎 

2.8ℓ 
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１２ 故障と処理 

故障かなと思われる前にもう一度確認してください。 

異常が生じた時はこの取扱説明書をよくお読みください。また、下記の点検をした上で、それでも不具

合が生じる場合はお買い上げいただいた販売会社へ相談してください。 

 

① 全く上昇しない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【駆動ユニット修復作業】 

駆動ユニットのエアーピストンが運搬時の振動等により中間で停止すると、エアーが排気され続け、

動作しなくなります。このような場合、下図のエアーチューブを外してエアーガン等でエアーを入れ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全く上昇しない 

エアーチューブに折れはないか 

エアー圧を 0.6MPa以上に調整 

コンプレッサーを作動させる 

「CLOSE」側にしっかりと回す 
ロワーリングノブが

しっかりと締まって

いるか 

 
エアー圧は 0.6MPa
以上あるか 
 

 
コンプレッサーは作
動しているか 
 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

駆動ユニットから「ポ
ンポン」と動作音が聞
こえるか 
 

YES 

NO 
エアーが排気され続けているか 

NO 

YES 

駆動ユニットの修復作業

（下記参照） 

エアーピストン  

パイロットピストン  

ポンプピストン ポンプシリンダー 

リフトシリンダー 

エアー 

エアーチューブ 

販売会社へご相談ください 

NO 

YES 

エアーチューブの交換 
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② 途中までしか上昇しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 昇降時異音がする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 下降しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

途中までしか上昇しない 

販売会社へご相談ください 

コンプレッサー設定圧力を上げ
る（コンプレッサー能力不足の
場合はエアー供給源の変更） 

オイルタンク上面から 20～25
㎜に油面を調整する 

 

作動油は適量か 

コンプレッサーの圧力

が低下していないか 

 

NO 

YES 

YES 

NO 

昇降時異音がする 

販売会社へご相談ください 

グリスアップ、注油 
リンク軸部が油切れ

していないか 

NO 

YES 

下降しない 

販売会社へご相談ください 

少し上昇させツメを解除させて
から下降操作 

 
降下止め装置（ツメ）
が効いていないか 

 
リフト内部に異物は
ないか 

NO 

NO 

YES 

YES 

異物の除去 
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⑤ 自然降下する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 仕 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然降下する 

販売会社へご相談ください 

正常 
負荷時自然降下量は
0.2mm/min
 以上 

ロワーリングバルブ

はしっかりと締まっ

ているか 

 

YES 

YES 

NO 

NO 

継手、高圧ホースから

の作動油漏れはない

か 

 

YES 

「CLOSE」側にしっかり回す 

NO 
増し締め 

10,000kg

本体のみ

受台・受金
自重

100kg

作動エアーア圧力 0.6～1.0MPa

仕　様

エアー消費量 1,520Nℓ

410kg

能　力

型　式 FJ100

500mm揚　程

本仕様等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。 

※改造品の場合は仕様が異なる場合がありますので、別紙改造仕様図をご参照ください。 
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１４ エアー・油圧回路図 

※改造の場合は回路図が異なることがありますので、別紙回路図をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 設置（据付）および移設について 

本製品の設置（据付）および移設は、お買い上げの販売会社へ依頼してください。 

移設の場合は販売会社による点検を実施してください。 

 

 

 

 

１６ 廃棄について 

本製品の廃棄については、鉄鋼材・非鉄材・樹脂材・作動油に分別してください。 

特に作動油の処理方法は、法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。 

ご不明な場合は販売会社へ相談のうえ処理してください。 
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１７ 商品保証規定 

無償修理規定 

取扱説明書、本体注意シール等の注意書きに従って正常な使用状態で保証期間内（納入後 1 年以内）に

故障した場合は、弊社の責任において無償にて欠陥部品の手直し、修理、取り替え、交換部品の送付を

いたします。ただし、二次的に発生する損失の保証および、次の場合に該当する故障は保証いたしてお

りません。 

 

（１）使用上の誤り、保守点検、保管等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。 

（２）商品の作動機構に悪影響を及ぼす変更（改造）を加え、それが原因で発生した故障および損傷。 

（３）消耗品が損傷し取り替えを要する場合。 

（４）火災、地震、風水害､その他天災地変等、外部に要因がある故障および損傷。 

（５）指定された純正部品を使用されなかったことに起因する場合。 

（６）日本国外で使用される場合。 

（７）保証請求手続きが不備の場合。（例：型式および機体番号の連絡がない場合 etc.） 

（８）設置に原因がある故障および損傷。 

（９）弊社販売会社および弊社以外で行われた修理。 

（10）酷使・過失または事故によって生じたと認められる故障。 

 

なお、本製品およびその付属品に使用されているゴム部品等のあらゆる自然消耗する部品、ならびに 

消耗品については保証の適用は除外させていただきます。 

 

 

 

 

保証請求方法 

上記規定に基づき本製品の保証請求を行う場合は、お買い上げいただいた販売会社までご連絡ください。

販売会社において必要な手続きを実施いたします。 

なお、保証の可否は勝手ながら弊社において判断させていただきますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本製品は、塗装に関しての保証はいたしておりません。 

錆が発生した場合には修正塗装を実施してください。 
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１８ アフターサービスについて 

 

調子が悪い時 まずこの取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 

それでも調子が 

悪い時 

無償修理規定に従い修理いたしますので、お買い上げいただいた販売会社へ修理を

依頼してください。 

保証期間内の修理

について 

保証期間は納入後１年以内です。 

無償修理規定の記載内容に基づいて修理いたします。 

保証期間後の修理

について 

お買い上げいただいた販売会社へご相談ください。修理によって機能が維持できる

場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 

補修用性能部品 

の保有期間 

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後 20 年間です。 

（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です） 

アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点は、お買い上げいただいた販売会社へお問い合わ

せください。お問い合わせいただく際には、次のことをお知らせください。 

型式・機体番号・購入年月日・故障状況（できるだけ詳しく） 

 

上記事項を下表に記録しておくと、お問い合わせの際に便利です。 

型 式  

機 体 番 号 Ｎｏ. 

購入年月日      年    月    日 

購 入 店 名 
社名： 担当者： 

住所： 電話： 

設 置 業 者 
社名： 担当者： 

住所： 電話： 

故障日・状況 

 年    月    日 状況： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM-FJ100 2401⑨9507-S 

販売会社、または施工業者の方へのお願い 

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡ししてください。 

http://bishamon.co.jp  E-mail:sales@bishamon.co.jp 

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町４丁目３番地２１  tel.0566-53-1126 fax.0566-53-1844 

〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥２丁目２番１２号  tel.03-3759-9722 fax.03-3759-9723 

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南２丁目３番２２号  tel.06-6747-7617 fax.06-6747-7618 

[その他営業拠点   仙台 ・ 前橋 ・ 広島 ・ 坂出 ・ 福岡   

 


